
別居（送金）に関する証明書

自営業
の場合

年金収入が
ある場合

失業給付の
受給を終了
した場合

自営業で
あった場合

就業経験の
ない場合

①
給
与
明
細

（
写

）
※
直
近
３

ヶ
月
分

②
雇
用
契
約
書

（
写

）
お
よ
び

　
直
近
給
与
明
細

(

1
～

2
ヶ
月

)

 
※
勤
務
開
始
3

ヶ
月
未
満
の
場
合

③
確
定
申
告
書

（
写

）
お
よ
び

　
収
支
内
訳
書

（
写

）

 
※
自
営
業
継
続
中
の
場
合

④
公
的
年
金
振
込
通
知
書

（
写

）
直
近
分

 
※
老
齢
・
遺
族
・
障
害
な
ど

⑤

（
失
業
給
付
を
受
給
し
な
い
場
合

）

 
　
離
職
票

（
写

）
※
法
第
４
条
第
３
項
不
該
当

　
 

(

受
給
放
棄

）
の
印
字
が
あ
る
も
の

⑥

（
失
業
給
付
受
給
予
定
ま
た
は
受
給
中
で

　
 

日
額
3
,
6
1
2
円
未
満
の
場
合

）

 
　
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

（
写

）

⑦

（
失
業
給
付
受
給
延
長
中
の
場
合

）

 
　
雇
用
保
険
受
給
期
間
延
長
通
知
書

（
写

）

⑧

（
前
職
で
雇
用
保
険
未
加
入
の
場
合

）

　
 

退
職
証
明
書
お
よ
び
雇
用
保
険
未
加
入
を

　
　
確
認
で
き
る
書
類

⑨
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
全
ペ
ー

ジ

（
写

）

⑩
廃
業
届

（
写

）

 
※
廃
業
済
み
の
場
合

⑪
非
課
税
証
明
書

　
直
近
３
カ
月
分
の

　
銀
行
振
込
明
細
書

（
写

)

ま
た
は

　
現
金
書
留
送
金
票

（
写

）
等

○ ○ ○ ○学生のみ ○ ○60歳以上

○ ○ ○ ○学生のみ ○ ○60歳以上

○ ○ ○ ○ ○学生のみ ○ ○ ○ ○60歳以上

○ ○ ○ ○ ○学生のみ ○ ○ ○ ○60歳以上

○ ○
○

（別居・配偶者がいない場合）
○養子 ○ ○

１６歳未満 ○ ○
○

（別居・配偶者がいない場合）
○養子 ○ ○

○ ○
○

（収入有・別居・配偶者が
いない場合）

○ ○養子 ○ ○

○ ○ ○ ○養子 ○ ○ ○

○ ○ ○ ○養父母 ○ ○60歳以上 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○60歳以上 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○60歳以上 ○

○ ○
○

（別居の場合）
○ ○ ○

１６歳未満 ○ ○
○

（別居の場合）
○ ○

○ ○
○

（収入有・別居の場合）
○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○60歳以上 ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１６歳未満 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○60歳以上 ○

R5.06.01改定

同一世帯・住居に関する証明書

○　該当書類を添付

１６歳以上の学生（予備校含む）
○　該当書類を添付

※個人番号を提出した場合は不要

１６歳以上の学生以外（夜間学生含む） ○　該当書類を添付

被
保
険
者
の
三
親
等
内
の
親
族

父母(養父･養母)④ ○　該当書類を添付

祖父母⑤・曾祖父母⑥ ○　該当書類を添付

配偶者の父母⑦・祖父母⑧・曾祖父母⑨
（内縁の配偶者も同様）

○　該当書類を添付

兄・姉⑩
弟・妹⑪
孫⑫

新生児

配偶者の兄姉⑩弟妹⑪
伯父・伯母⑮
叔父・叔母⑮
甥・姪⑭
曾孫⑬
配偶者の孫⑰曾孫⑬
内縁の配偶者の子⑯
直系血族の配偶者⑱

新生児

１６歳以上の学生（予備校含む）
○　該当書類を添付

※個人番号を提出した場合は不要

１６歳以上の学生以外（夜間学生含む）

③
子 供

(養子含む)

新生児

１６歳以上の学生（予備校含む）
○　該当書類を添付

※個人番号を提出した場合は不要

１６歳以上の学生以外（夜間学生含む） ○　該当書類を添付

②
内縁の
配偶者

無職・無収入 ○　⑤～⑪の該当書類を添付

①
配偶者

収入がある場合 ○　①～④の該当書類を添付

※単身赴任の方は添付不要
※送金証明は振込人と受取人の
    記載があるもの

ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ収入が
ある場合

勤務先を退職した場合

無職・無収入 ○　⑤～⑪の該当書類を添付
○

収入がある場合 ○　①～④の該当書類を添付

②
外
国
人
在
留
カ
ー

ド

（
写

）
、
外
国
人
登
録
証

（
写

）
、

　
特
別
永
住
者
証
明
書

（
写

）
の
い
ず
れ
か
１
点

、
お
よ
び

 
世
帯
全
員
の
住
民
票

（
原
本

）
※
外
国
人
の
場
合

③
在
院
・
在
園
証
明
書

（
施
設
入
所
の
場
合

）

④
母
子
手
帳

（
写

）

　

（
父
母
氏
名
お
よ
び
役
所
証
明
記
載
の
ペ
ー

ジ

）

以下の該当するものは、全て添付ください。↓ ⑫
所
得
証
明
書

（
課
税
証
明
書

）

⑬
配
偶
者
の
源
泉
徴
収
票

（
所
得
証
明
書

）

　
※
配
偶
者
が
扶
養
に
入

っ
て
い
な
い
場
合

　
【

上
記
注
意
事
項
参
照

】

『扶養認定』添付書類一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　添付書類
　

　　　　　被保険者との続柄

被
保
険
者
と
の
同
居
が
要
件

扶養理由証明書 収入に関する証明書　

①
被
扶
養
者
現
況
書

②
学
生
証

（
写

）
ま
た
は
在
学
証
明
書

（
原
本

）

①
戸
籍
謄
本
ま
た
は
抄
本

①
個
人
番
号

②
被
扶
養
者
の
住
民
票
住
所
確
認
書
類

　

（
個
人
番
号
の
記
載
が
な
い
場
合

）

個人番号等

【注意事項】

■添付書類が旧姓の場合は、「改姓後の氏名を確認できる書類（運転免許証の写し等）」が必要です。

■夫婦共同扶養の場合（配偶者を扶養していない方が子を扶養に入れる場合）は、「配偶者の収入証明（源泉徴収票または所得証明書）」が必要です。

■両親のうち、片親だけを扶養に入れる場合等、扶養認定対象者に配偶者がいる場合には、「配偶者の収入証明（源泉徴収票または所得証明書）」が必要です。

※上記収入証明は、配偶者を扶養に入れている場合や配偶者がいない場合（死別・離婚等）は添付不要です。

その他、扶養認定審査上、必要に応じて、追加書類の提出をお願いする場合もあります。

⑨ ⑥

曾祖父母 曾祖父母

⑧ ⑤

祖父母 祖父母

⑮ ⑦ ④ ⑮ ⑱

伯父伯母 父母 父母 伯父伯母 配偶者

叔父叔母 叔父叔母

⑩・⑪ ①・② ● ⑩　　  ⑪ ⑱

兄姉 弟妹 配偶者 組合員 兄姉 弟妹 配偶者

⑭ ⑯ ③ ⑱ ⑭ ⑱

甥　姪 子 子 配偶者 甥　姪 配偶者

⑰ ⑫ ⑱

孫 孫 配偶者

⑬ ⑬ ⑱

曾孫 曾孫 配偶者

      
　　　　 認定する場合、       　  は、同居を必要とする。　　　　　  は、同居別居を問わない。


